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創業・起業関連情報 
 

 ・主な研究開発のための補助金・委託費 

  

 ・中小企業税制を上手に使おう！ 
  

 

  

 YUBISからのご案内、創業・起業に関する情報を、毎月、お知らせ

します。ご活用ください。 

主な研究開発のための補助金・委託費 

中小企業技 

  術革新制度 

(日本版SBIR 

    制度） 

技術開発力を有する中小企業を活性化し、独自性を有する事業活動を促進す

ることにより、新事業の創出につながる新技術の開発のための補助金・委託

費について、中小企業者への支出の機会を増大を図るとともに、その事業化

を一貫して支援するための措置を講じているもの 

中小企業信用保険法の特例 

◆新事業開拓保険制度 
 ○特定補助金等を活用した中小企  
  業者に対して、債務保証枠の拡 

  大、担保・第三者保証人が不要 

  な特別枠などの措置 

中小企業金融公庫の特別貸付

制度 

◆革新技術導入促進資金 
 ○事業に使用する設備投資・  

  長期運転資金 

 ○利率：基準金利 

 ○設備資金１５年（据置２年） 

   運転資金 ７年（据置２年） 

中小企業投資育成株式会社法の特性 

◆次の場合も投資対象 
 ○資本の額が３億円を超える株式会社を設立する場合 

 ○資本の額が３億円を超える株式会社が事業活動を実施するために必要 

  とする資金を調達する場合 

小規模企業者等設備導入資金助

成法の特例 

◆貸与機関が実施する小規模企 

 業設備資金制度の貸付割合の 

 拡充 

特許料等の減免措置《平成１６年度から》 

◆SBIR特定補助金等の交付を受けて行う研究開発事業の成果にお 

 ける発明特許について特許料等を減免 
 ○減免内容 
   ＊審査請求手数料を１／２に軽減 

   ＊特許料（第１年から第３年）を１／２に軽減 

    ※研究開発事業終了後２年以内に出願されたもの 

 ○手続きフロー 

軽減

対象

者 

管轄 

経済局 特

許

庁 

①軽減申請書 
②確認証写し 

③確認書 

④審査請求手続料及び特許料の１／２の額  

 を納付 
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特定補助金等 

 

 

 
●次世代農業機械等緊急開発事業に係る委託費 

●新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業に 

 係る委託費          ※16.3.15～4.14 

●新事業創出研究開発事業に係る委託費 

●生物系産業創出のための異分野融合研究支援事業  

 に係る委託費         ※16.4.12～4.30 

独立行政法人 

農業・生物系特定産業技術研究機構 

●独創的革新技術開発研究提案公募制度に係 

 る補助金 

●科学技術振興調整費のうち 

＊重要課題解決型研究等の推進に係る委託費 

＊先導的研究等の推進に係る委託費、総合研 

 研究に係る委託費、生活・社会基盤研究に 

 係る委託費、知的基盤整備に係る委託費、 

 目標達成型脳科学研究に係る委託費、ゲノ 

 ムフロンティア開拓研究に係る委託費 

       （これらは新規募集は終了） 

文部科学省 
 

 

 

●「ブランドニッポン」加工食品供給   

 促進技術開発に係る補助金  

          ※16.2.4～3.26 

●民間結集型アグリビジネス創出技術 

 開発事業に係る補助金 

●先端技術を活用した農林水産研究高 

 度化事業に係る委託費 

●木材利用革新的技術開発促進事業に 

 係る補助金    ※16.4.5～4.20 

●水産業構造改革加速化技術開発事業 

 に係る補助金 

農林水産省  

 
●次世代廃棄物処理技術基盤 

 整備事業に係る補助金 

環 境 省 

 

●研究成果最適移転事業成果 

 育成プログラムＢ  

     （独創モデル化） 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

●地域新生コンソーシアム研究開発事業に係る委託費 

                      ※16.4.1～4.22 

●新規産業創造技術開発費補助金       ※16.4.1～4.26 

●中小企業経営革新対策費補助金のうち新技術に関する研究開発 

 に係るもの 

●創造技術研究開発費補助金                 ※16.4.1～4.27 

●ＩＴ活用型経営革新モデル事業に係る補助金 ※16.3.23～4.23 

●広域中小企業物流効率化推進事業費補助金のうち新技術に関す 

 る研究開発に係るもの 

●中小商業ビジネスモデル支援事業に係る補助金 

                        ※16.3.23～4.23 

経済産業省 

※公募期間 

●産業技術実用化開発事業費助成金       ※16.2.5～4.9 

●産業技術研究助成事業に係る助成金      ※16.1.16～3.16 

●民間基盤技術研究支援制度に係る委託費 

●福祉用具実用化開発推進事業に係る助成金 

●タンパク質機能解析・活性ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに係る委託費 

●バイオ・ＩＴ融合機器開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに係る助成金 

●先進ナノバイオデバイスﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに係る委託費 

●ナノ微粒子利用スクリーニングﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに係る委託費 

●ゲノム情報に基づいた未知微生物遺伝資源ライブラリーの構築 

 に係る委託費 

●タンパク質相互作用解析ナノバイオチップﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに係る 

 委託費 

●微細加工技術利用細胞組織製造ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに係る委託費 

●ナノカプセル型人工酵素運搬体製造ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに係る助成金 

●生物の持つ機能を利用した環境中化学物質の高感度検出・計測 

 技術の開発に係る委託費 

●未踏ｿﾌﾄｳｪｱ創造事業に係る委託費  

               ※16.2.16～4.7 

●中小ＩＴﾍﾞﾝﾁｬｰ支援事業に係る委託費 

               ※16.2.16～3.31 

独立行政法人 

情報処理推進機構 

       

 
●課題対応技術革新促進事業に係る委託費 

●戦略的基盤技術力強化事業に係る委託費 

中小企業総合事業団 

 

●創業連携組織調査開発等支援事業に係る助成金 

 のうち新技術に関する研究開発に係るもの 

全国中小企業団体中央会 
 

 

 
●希少疾病用医薬品等試験研究助成金 

●保健医療分野における基礎的研究事業に係る委託費 

医薬品副作用被害救済・ 

研究振興調査機構 

 

 
●先進技術型研究開発助成金 

●通信・放送新規事業助成金 

●高齢者・障害者向け通信・放送ｻｰﾋﾞｽ充実研究開発助成金 

●身体障害者向け通信・放送役務提供・開発助成金 

●民間基盤技術研究促進制度に係る委託費 

通信・放送機構 

独立行政法人 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 

 

 
 

●石油・天然ガス開発・利用促進型研究に係る委 

 託費 

●中小ＩＴベンチャー支援事業に係る委託費 

独立行政法人 

石油天然ガス・金属鉱物資源機構 
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中小企業税制を上手に使おう！ 

対象設備の比較   

項目 中小企業投資促進税制 中小企業等基盤強化税制 

対象業種 ほぼ全業種 ※１ 
卸売業・小売業・飲食店

業・サービス業 ※２ ※３ 

対象事業者 
青色申告書を提出する

中小企業者等 

青色申告書を提出する中

小企業者等 

機械・

装置 

※４ 

対象 すべて すべて 

金額【取得】 160万円以上 ２８０万円以上 

金額【リース】 210万円以上 ３７０万円以上 

器具・

備品 

対象 特定９品目 ※５ すべて 

金額【取得】 100万円以上 １２０万円以上 

金額【リース】 140万円以上 １６０万円以上 

その他の設備 

普通貨物自動車（車輌

総重量3.5㌧以上）、   

内航船舶（取得価額の

75%が対象） 

 ― 

適用期間 

平成１６年３月３１日まで

に行われる設備投資等

に適用 ※６ 

平成１７年３月３１日までに

行われる設備投資等に適

用 

設備投資関連 

設備投資等を行った場合の

税制の代表的なものとして

は、 

 中小企業投資促進税制 

 中小企業等基盤強化税制 

 

特別償却（３０％） ※７ 

 または 

税額控除（７％） ※８ 

 が認められます。 

但し、

いずれか１つの制度しか適

用できません。《要検討》 

※１ 対象から除かれる業種 

●料理店業その他の飲食店業のうち、 

料亭・バー・キャバレー・ナイトクラ 

ブその他これらに類する事業                                  
●サービス業のうち、物品賃貸業・娯 

楽業（映画業を除く）・特殊浴場業 

※２ 対象から除かれる業種 

●風俗営業法対象の飲食店業 

●風俗営業法対象のサービス業 

※３ サービス業の例示 

●物品賃貸業 ●旅館業 ●洗濯業 ●洗張・染物業 ●理容業 ●美容業 

●公衆浴場業 ●映画業 ●娯楽業 ●有線テレビジョン放送業 ●デザイ

ン業 ●個人教授所業 ●経営コンサルタント業 ●機械設計業 ●写真業 

●衣服裁縫修理業 ●物品預り業 ●葬儀・火葬業 ●その他の個人サービ

ス業 ●情報サービス業 ●広告業 ●駐車場業 ●自動車整備業 ●速

記・筆耕・複写業 ●商品検査業 ●計量証明業 ●建物サービス業 ●民

営職業紹介業 ●警備業 ●その他の事業サービス業 ●機械修理業 ●家

具修理業 ●かじ業 ●表具業 ●その他の修理業 

 ※４ 機械・装置とは、製品を製造する設備 
（詳細は、財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二」に

定められている） 

 ※５ 特定の器具・備品 

特定とは、事務処理の能率化等に資するものとして財務省令で定められ 

ている次のもの 

●電子計算機 ●デジタル複写機 ●メモリー送受信機能付普通紙ファ

クシミリ ●デジタル交換設備 ●デジタルボタン電話設備 ●電子

ファイリング設備 ●マイクロファイル設備 ●ＩＣカード利用設備 

●冷房用または暖房用機器 

※６ 平成16年度税制改正により 
平成17年度末まで適用期間が延長される。 
器具・備品の取得・リース価額要件が２０万

円引上げられる 

  取得  100万円→120万円 
  リース 140万円→160万円 

「取得価額×３０％」を、通常の減価償却費とは別枠で 

特別に償却することができる。 

特別償却制度 

特別償却費 

（取得価額×３０％） 当期 

償却額 

※８ 

 
 

法人税額からさらに税額を控除できる制度。 

その分だけ納付する法人税額が少なくなる。 

税額控除制度 

当事業年度に特別償却限度額まで償却しなかっ

た場合は、翌事業年度に限り、その償却不足額

を繰越すことができる 

【取得の場合】 

  取得価額×７％ 

【リースの場合】 

  リース費用総額×６０％×７％ 

税額 

控除額 
通常の減価償却費 

その期の法人税額の２０％が限度。限度を超え

た分は、翌事業年度に限り、繰越して適用する

ことができる 

※７ 
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中小企業税制を上手に使おう！ 

ＩＴ投資促進税制 

ＩＴ投資を促進するため、 

一定設備等について 

ハードウェア、

ソフトウェアの両面で 

特別償却（５０％） 

  または 

税額控除（１０％） 

 が認められます。 

対象となるＩＴ投資 
◆青色申告書を提出する事業者等が行う次の投資 

 ■ソフトウェア投資 

   自社の業務用で利用するソフトウェアで、「無形固定資産」に   

   計上されるものは、すべて対象 

 ■ハードウェア投資（８種に限定） 

   ●電子計算機 ●デジタル複写機 ●ファクシミリ ●ＩＣカーﾄﾞ利用 

   設備 ●デジタル放送受信設備 ●インターネット電話設備 

   ●ルーター・スイッチ ●デジタル回線接続装置 

適用期間 

 

◆平成１５年１月１日から平成１８年３月３１日までの期間内に行う  

  ＩＴ関連設備等の取得またはリースに適用 

価額要件 

◆取得の場合 

   資本金３億円以下の事業者  ソフトウェア ７０万円以上   ハードウェア １４０万円以上 

   資本金３億円超の事業者    ソフトウェア６００万円以上   ハードウェア ６００万円以上 

      ※ハード、ソフト毎に、その事業年度において取得した設備等の取得価額の合計額で判定 

◆リースの場合 

   資本金３億円以下の事業者  ソフトウェア １００万円以上  ハードウェア ２００万円以上 

      ※ハード、ソフト毎に、その事業年度において、新たに契約したリース費用の総額の合計額で判定 

ソフトウェアの税務上の取扱い 

        ◆平成１２年３月３１日までに取得    ◆平成１２年４月１日以降取得 

資産区分     購入・委託は繰延資産          減価償却資産（無形固定資産） 

         （自社開発は経費として期間費用） 

償却期間    ５年                   複写販売用原本 ３年（その他のもの５年） 

                              研究開発用 ３年                         

償却方法  定額法（残存価額ゼロの均等償却）    定額法（残存価額ゼロの均等償却） 

少額減価償却資産の特例 

固定資産は通常、

減価償却費として損金経理するが、小額の 

ものは取得時に、その取得価額の全額を損

金算入（即時償却）することが認められて

います。 

対象事業者 

◆青色申告書を 

  提出する中小 

  企業者等 

取得価額の要件 

◆中小企業者等 

   ３０万円未満の減価償却資産 

◆それ以外の事業者 

   １０万円未満の減価償却資産  

適用期間 

◆平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日までの間に、 

少額減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合に適用 

（注） 地方税の償却資産税は、１０万円未満の減価償却資産及び一括償却資産（２０万円未満）の損金算入の適用を受けるものだけが、 
    課税対象から除かれている。 

    従って、取得価額３０万円未満の少額減価償却資産を即時償却しても、償却資産税では課税されることがある。 

少額減価償却資産の会計処理方法（いずれかを選択できる） 

         少額減価償却制度   一括償却制度    通常の減価償却制度 

 対象事業者     中小企業者等      すべての事業者   すべての事業者  

 対象資産      ３０万円未満      ２０万円未満    すべて 

 償却資産      即時償却        ３年均等償却    普通償却 

          （即時損金算入）   （１／３の年償却） （定率法又は定額法） 


